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諮問庁：国立大学法人新潟大学 

諮問日：平成３０年８月１３日（平成３０年（独情）諮問第５０号）及び同年

１０月１日（同第５７号） 

答申日：平成３１年１月２３日（平成３０年度（独情）答申第５５号及び同第

５７号） 

事件名：学士課程において特定教員等が担当した講義科目に係る定期試験問題

（特定年度分）の不開示決定に関する件  

事件名：学士課程において特定教員等が担当した講義科目に係る定期試験問題

（特定期間分）の不開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

  別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

対し，別紙の２に掲げる文書（以下「本件対象文書１」という。）を特定

し，その全部を不開示とした各決定について，諮問庁が別紙の４に掲げる

文書（以下「本件対象文書２」といい，本件対象文書１と併せて「本件対

象文書」という。）を追加して特定し，その全部を不開示とすべきとして

いることについては，本件対象文書２を追加して特定すべきとしているこ

とは妥当であるが，別紙の５に掲げる文書を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」とい

う。）３条の規定に基づく開示請求に対し，平成３０年４月２７日付け３

０新大総第１２号及び同年６月２６日付け３０新大総第４９号により，国

立大学法人新潟大学（以下「新潟大学」，「処分庁」又は「諮問庁」とい

う。）が行った各不開示決定（以下，順に「原処分１」及び「原処分２」

といい，併せて「原処分」という。）の取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書１（平成３０年（独情）諮問第５０号） 

ア 本件請求文書の存在について 

原処分１は，特定教員Ａ及び特定教員Ｄの担当の科目については，

定期試験問題が不存在であるため，不開示とされている。 

しかし，処分庁において公開されているシラバスを参照すれば，両

氏の当該科目の評価方法は，定期試験（レポート試験を含む。）と
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されているものも存在し，少なくとも，一度は試験問題が作成され

たことが推認される。 

とすれば，両氏の担当科目の試験問題は一度作成された後に，破棄

されたということになろう。 

しかしながら，処分庁の規定によれば，試験問題及び答案用紙の保

存期間は少なくとも５年であり，昨年度の試験問題は作成からまだ

１年もたっておらず，破棄されているはずがない。特に，特定教員

Ａは特定職であるから，そんなことは絶対にありえないことである。

いや，あってはならない。 

仮に，試験問題が破棄されたとすれば，試験結果，ひいては学生の

単位認定について疑義が生じたとしても，適切に対応できず，重大

な教育上の支障が生じるであろう。 

以上のように，両氏の担当の試験問題が存在しないというのは，到

底ありえず，文書が不存在とするのは，理由がない。 

また，処分庁のシラバスによれば，請求対象とした５氏の担当科目

は外にも存在していることも明らかである。その科目については，

試験が行われなかった可能性もあるが，科目名及び評価方法を見る

限り，試験が行われたであろう科目も存在する。これら科目の試験

問題について，文書の特定から外れ，結果として不開示となってい

ることも，理由がなく，違法である。 

敷衍すれば，処分庁の文書の特定及びその探索が極めて杜撰であり，

それが，理由のない文書の不存在ということにつながっていると指

摘せざるを得ない。文書の探索は，事務職員が，教員に，試験問題

をあるなら出してくれとお願いし，その結果を鵜呑みにするのみで

あったのだろう。ましてや特定教員Ａは特定職である。彼に提出を

強く求めることの出来る地位にある人物が，しっかりと提出を求め

たのだろうか。教員のパソコンの内部データの探索を行ったりもし

たのだろうか。そもそも教務上重要な意味を持つ試験問題を教員の

杜撰な管理のみに委ねているのだとすれば，これは重大な問題であ

るということを付言しておきたい。しっかりとした文書管理を求め

たい。 

イ 法５条及び７条の該当性について 

原処分１は，法５条４号柱書きに該当し，不開示としている。 

まず，原処分１は，法５条４号柱書きに該当するとするのみで，同

号のイないしトのどの具体的な業務支障等があるのかについては，

全く触れられていない。このこと自体が，本件文書を開示したとし

ても，それによる業務支障等などありえないことを物語っている。

４号柱書きだけではなく，イないしトのどれに該当するのかを具体



 

 3 

的に明示すべきであり，この点において，既に違法ないしは，理由

がないことになる。 

本件開示文書は，学生の受けた過去の試験問題である。どうして，

これを公開することが業務支障となるのだろう。処分庁においては，

外部に公開することなど到底できないような，試験を実施している

というのだろうか。また，学生等に対し，過去問の公開を一切行っ

ていないとでもいうのだろうか。もし，本件文書が公開できないの

だとすれば，そもそも，それよりも重要な意義を持つだろう入学試

験問題も公開されるべきではない。しかしながら，処分庁は，入学

試験問題については全て公開しているのである。 

このように，法５条４号に該当しないことは明らかである。 

仮に，百歩譲って，何らかの業務支障が生じたとしても，試験問題

を公開することは，学生にとって，重大な意義，利益につながるし，

大学において行われている教授研究の内容を，一般に広めることに

もつながり，これも大きな利益がある。したがって，仮に法５条４

号に該当したとしても，法７条により，裁量的に開示されるべきこ

とも，念のため，付言しておきたい。 

（２）審査請求書２（平成３０年（独情）諮問第５７号） 

ア 本件請求文書の存在について 

原処分２は，一部の講義科目について，定期試験問題が不存在であ

るため，不開示とされている。 

しかし，処分庁において公開されているシラバスを参照すれば，当

該科目の評価方法は，定期試験（レポート試験を含む。）とされて

いるものも存在し，少なくとも，一度は試験問題が作成されたこと

が推認される。とすれば，これら科目の試験問題は一度作成された

後に，破棄されたということになろう。 

しかしながら，処分庁の規定によれば，試験問題及び答案用紙の保

存期間は少なくとも５年であり，まだ保存期間内であることは明ら

かであり，破棄されているはずがない。特に，特定教員Ａは特定職

であるから，そんなことは絶対にありえないことである。いや，あ

ってはならない。 

仮に，試験問題が破棄されたとすれば，試験結果，ひいては学生の

単位認定について疑義が生じたとしても，適切に対応できず，重大

な教育上の支障が生じるであろう。 

以上のように，これら科目のうち，少なくない科目については，実

際に現在でも試験問題が存在すると推認するのが合理的であり，こ

れら文書が不存在とするのは，理由がない。 

また，特定教員Ｄ担当の科目については，今回の決定では１科目も
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触れられていない。特定教員Ｄが２０１６年以前において，科目を

全く担当しなかったという，特殊な事情でも存在したとでもいうの

だろうか。もちろん，病気そのほかやむを得ない事情があったのか

もしれないが，そのような事情がなければ，講義を１科目も担当せ

ず常勤職員の職を得ているというパラダイス大学であると言わなけ

ればならない。しかし，処分庁はそのようなパラダイス大学ではな

いのだから，やはり，講義を担当したにもかかわらず，今回の決定

から漏れたということなのだろう。 

したがって，特定教員Ｄ担当の試験問題が，原処分２で触れられず，

結果として非開示となるのは，理由がない。 

さらに，その他の各氏の試験科目に関しては，２０１１年度以前の

科目について，原処分２で触れられていない。仮に，文書の保存期

間が５年であったとしても，それ以前の文書が結果として保存され

ていたとすれば，その文書もまた公開請求対象となる。 

おそらくは，担当者が直接又は間接的に，５氏に対して，２０１２

年以降についてのみ，文書の探索を求め，それ以前作成の文書につ

いては，全く探索行為をしていないということなのだろう。結果と

して，全て破棄しているのだとすれば，非公開は妥当ということに

なろうが，そのようなことがあり得るのだろうか。現に，特定教員

Ｅは，処分庁管理のウェブサイトにおいて，１９９６年頃からの試

験問題があることを公言している。 

このように，２０１１年以前の科目についても，少なくない科目の

試験問題が存在していることは明らかであり，これらの科目の存在

について触れていない原処分２は違法である。 

敷衍すれば，処分庁の文書の特定及びその探索が極めて杜撰であり，

それが，理由のない文書の不存在ということにつながっていると指

摘せざるを得ない。文書の探索は，事務職員が，教員に，試験問題

をあるなら出してくれとお願いし，その結果を鵜呑みにするのみで

あったのだろう。ましてや特定教員Ａは特定職にある人物である。

彼に提出を強く求めることの出来る地位にある人物が，しっかりと

提出を求めたのだろうか。教員のパソコンの内部データの探索を行

ったりもしたのだろうか。そもそも教務上重要な意味を持つ試験問

題を教員の杜撰な管理のみに委ねているのだとすれば，これは重大

な問題であるということを付言しておきたい。しっかりとした文書

管理を求めたい。 

イ 法５条及び７条の該当性について 

原処分２は，法５条４号柱書きに該当し，不開示としている。 

まず，原処分２は，法５条４号柱書きに該当するとするのみで，同
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号のイないしトのどの具体的な業務支障等があるのかについては，

全く触れられていない。このこと自体が，本件文書を開示したとし

ても，それによる業務支障等などありえないことを物語っている。

同号柱書きだけではなく，イないしトのどれに該当するのかを具体

的に明示すべきであり，この点において，既に違法ないしは，理由

がないことになる。 

本件開示文書は，学生の受けた過去の試験問題である。どうして，

これを公開することが業務支障となるのだろう。処分庁においては，

外部に公開することなど到底できないような，試験を実施している

というのだろうか。また，学生等に対し，過去問の公開を一切行っ

ていないとでもいうのだろうか。 

実際，特定教員Ｅは，実際に処分庁管理のウェブサイトにおいて，

過去の試験問題を公開しているのである。これは重大な秘密漏洩行

為ということにでもなるのだろうか。 

もし，本件文書が公開できないのだとすれば，そもそも，それより

も重要な意義を持つだろう入学試験問題も公開されるべきではない。

しかしながら，処分庁は，入学試験問題については全て公開してい

るのである。 

このように，法５条４号に該当しないことは明らかである。 

仮に，百歩譲って，何らかの業務支障が生じたとしても，試験問題

を公開することは，学生にとって，重大な意義，利益につながるし，

大学において行われている教授研究の内容を，一般に広めることに

もつながり，これも大きな利益がある。したがって，仮に法５条４

号に該当したとしても，法７条により，裁量的に開示されるべきこ

とも，念のため，付言しておきたい。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 理由説明書１（平成３０年（独情）諮問第５０号） 

本件に係る開示請求内容は，学士課程における定期試験問題（ただし，

特定教員Ａ，特定教員Ｂ，特定教員Ｃ，特定教員Ｄ，特定教員Ｅが担当し

た講義科目（オムニバスを含む。）に限る。）（平成２９年度分）である。 

（１）審査請求に係る開示決定等 

請求対象文書を特定するに当たり５人の教員の平成２９年度シラバス

を確認し，学士課程における全科目のうちから演習科目を除き，開示請

求者の求める講義科目のみを特定した。 

上記のとおり請求対象文書として特定した学士課程における講義科目

に係る定期試験問題は，法５条４号柱書き「国の機関，独立行政法人等，

地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報で

あって，公にすることにより，当該事務又は事業の性質上，当該事務又
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は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するため，

不開示とした。 

また，本学では，各学部で設定する一定の期間内において，授業時間

帯に実施するものを定期試験としており，授業時間外で学生が課された

課題について提出するレポートは定期試験に含まれないため，レポート

による評価を行っている講義科目については定期試験問題が不存在のた

め，不開示とした。 

（２）審査請求の趣旨及び理由 

    （上記第２の２（１）と同様の内容であるので記載省略） 

（３）審査請求の理由に対する本学の意見 

ア 本件請求文書の存在について 

本件に係る法人文書を特定するに当たっての本学の考え方は，次の

とおりである。 

（ア）開示請求内容は，５人の教員が担当した「講義科目」に限定され

ているため，それ以外の演習等の授業形態であるものは除いた。 

（イ）本学では各学部で設定する一定の期間内において授業時間帯に実

施するものを定期試験としているため，授業時間外で学生が課され

た課題について提出する「レポート」等は，定期試験に含まない。 

この考え方に基づき，文書を特定した結果，特定教員Ａ及び特定教

員Ｄの担当科目については定期試験以外での評価を行っているため，

定期試験問題は不存在であるという決定を行った。 

また，審査請求人の請求対象とした５人の教員の担当科目は外にも

存在していると思われるとの見解であるが，これについても上記

（ア）のとおり，演習等の授業形態であるものは，文書の特定から

外したものである。 

よって，今回，文書の特定から除かれた文書が適切に保存されてい

ないということではない。 

イ 法５条の該当性について 

法５条４号は，独立行政法人等が行う事務又は事業は広範かつ多種

多様であり，公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすお

それのある事務又は事業の情報を事項的に全て列挙することは技術

的に困難であるため，同情報を含むことが容易に想定されるものを

「次に掲げるおそれ」としてイからトまで例示的に掲げた上で，こ

れらのおそれ以外については，「その他当該事務又は事業の性質上，

当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」

として包括的に規定している。 

よって，同号のイないしトのどの業務支障等があるのかについて，

必ずしも記載するものではない。 
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また，学生の受けた過去の試験問題であるから，公開できないこと

はあり得ないとの審査請求人の見解であるが，本学ではこれについ

ても理由がないと考える。 

本学では，情報公開・個人情報保護審査会の平成２７年５月２７日

（平成２７年度（独情）答申第１３号）答申に基づき，本件に係る

措置の検討を行った。 

上記答申では，東京大学法科大学院定期試験問題の法５条４号柱書

きによる不開示決定について，次の理由により妥当であると判断し

ている。 

（ア）研究者である教員が，その専門分野での研究成果を基にして学生

に専門的な知識を教授するという大学教育の基本的なあり方を前提

とすれば，教育の内容・その成果をはかる定期試験問題は，法人の

諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするために公開す

ることが義務づけられるようなものではない。 

（イ）東京大学法科大学院に入学しなくても，同じ情報（定期試験の過

去問題）にアクセスできるのでは，所定の入学試験・手続きを経て

入学し，授業料という正当な対価を支払って在学している学生にと

って，入学・在学の利益が大きく損なわれる。このことは，大学と

しての事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか，大学経

営上の正当な利益を害するおそれがある。 

以上の答申の理由に基づき，本学に係る本件定期試験問題について

も不開示とした決定は維持すべきであると判断する。 

ウ 法７条の該当性について 

上記イの理由のとおり，当該内容を公にしてまでも上回る公益上の

必要性はないと判断する。 

以上のことから，原処分２は，維持すべきであると判断する。 

２ 理由説明書２（平成３０年（独情）諮問第５７号） 

本件に係る開示請求内容は，学士課程における定期試験問題（ただし，

特定教員Ａ，特定教員Ｂ，特定教員Ｃ，特定教員Ｄ，特定教育Ｅが担当し

た講義科目（オムニバスを含む。）に限る。）（平成２４年度から平成２

８年度分）である。 

（１）審査請求に係る開示決定等 

請求対象文書を特定するに当たり５人の教員の平成２４年度から平成

２８年度までのシラバスを確認し，学士課程における全科目のうちから

演習科目を除き，開示請求者の求める講義科目のみを特定した。 

上記のとおり請求対象文書として特定した学士課程における講義科目

に係る定期試験問題は，法５条４号柱書き「国の機関，独立行政法人等，

地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報で
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あって，公にすることにより，当該事務又は事業の性質上，当該事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するため，

不開示とした。 

また，本学では，各学部で設定する一定の期間内において，授業時間

帯に実施するものを定期試験としており，授業時間外で学生が課された

課題について提出するレポートは定期試験に含まれないため，レポート

による評価を行っている講義科目については定期試験問題が不存在のた

め，不開示とした。 

（２）審査請求の趣旨及び理由 

（上記第２の２（２）と同様の内容であるので記載省略） 

（３）審査請求の理由に対する本学の意見 

ア 本件請求文書の存在について 

本件に係る法人文書を特定するに当たっての本学の考え方は，次の

とおりである。 

（ア）開示請求内容は，５人の教員が担当した「講義科目」に限定され

ているため，それ以外の演習等の授業形態であるものは除いた。 

（イ）本学では各学部で設定する一定の期間内において授業時間帯に実

施するものを定期試験としているため，授業時間外で学生が課され

た課題について提出する「レポート」等は，定期試験に含まない。 

この考え方に基づき，文書を特定した結果，定期試験以外での評価

を行っている講義科目については，定期試験問題は不存在であると

いう決定を行った。 

また，特定教員Ｄ担当の講義科目については，全てレポートでの評

価であったため，定期試験不存在のため不開示としている。不開示

決定の際に，法人文書不開示決定通知書に記載しなかった過誤は認

める。 

なお，本学における定期試験問題の文書保存期間は５年間である。

毎年度，各部署から，当該部署で保存されている法人文書について

報告を受けている。平成２９年度の当該報告において，特定学部Ａ

及び特定学部Ｂの定期試験問題に関し保存期間の５年を延長して保

存しているものはなかった。よって，事務部から当該文書を特定す

る依頼をする際に，過去５年間の平成２４年度以降のものについて

探索したことは適法である。 

イ 法５条の該当性について 

法５条４号は，独立行政法人等が行う事務又は事業は広範かつ多種

多様であり，公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすお

それのある事務又は事業の情報を事項的に全て列挙することは技術

的に困難であるため，同情報を含むことが容易に想定されるものを
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「次に掲げるおそれ」としてイからトまで例示的に掲げた上で，こ

れらのおそれ以外については，「その他当該事務又は事業の性質上，

当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」

として包括的に規定している。よって，同号のイないしトのどの業

務支障等があるのかについて，必ずしも記載するものではない。 

また，学生の受けた過去の試験問題であるから，公開できないこと

はあり得ないとの審査請求人の見解であるが，本学ではこれについ

ても理由がないと考える。 

本学では，情報公開・個人情報保護審査会の平成２７年５月２７日

（平成２７年度（独情）答申第１３号）答申に基づき，本件に係る

措置の検討を行った。 

同答申では，東京大学法科大学院定期試験問題の法５条４号柱書き

による不開示決定について，次の理由により妥当であると判断して

いる。 

（ア）研究者である教員が，その専門分野での研究成果を基にして学生

に専門的な知識を教授するという大学教育の基本的なあり方を前提

とすれば，教育の内容・その成果をはかる定期試験問題は，法人の

諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするために公開す

ることが義務づけられるようなものではない。 

（イ）東京大学法科大学院に入学しなくても，同じ情報（定期試験の過

去問題）にアクセスできるのでは，所定の入学試験・手続きを経て

入学し，授業料という正当な対価を支払って在学している学生にと

って，入学・在学の利益が大きく損なわれる。このことは，大学と

しての事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか，大学経

営上の正当な利益を害するおそれがある。 

以上の答申の理由に基づき，本学においてもこの考え方（上記

（ア）及び（イ））に一致するため，定期試験問題についても不開

示とした決定は維持すべきであると判断する。 

なお，特定教員Ｅはウェブサイトにおいて過去の試験問題が公開さ

れているとのことであるが，このことをもって，上記の考え方を曲

げるものではない。 

ウ 法７条の該当性について 

上記イの理由のとおり，当該内容を公にしてまでも上回る公益上の

必要性はないと判断する。 

以上のことから，原処分２は，維持すべきであると判断する。 

３ 補充理由説明書（平成３０年（独情）諮問第５７号） 

本件諮問事件について，原処分２の不開示部分及び不開示とする理由

欄を訂正すべき事項並びに本件に係る対象文書として新たに特定すべき
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文書の存在について，新たに確認したので，以下に説明するものである。 

（１）原処分２の不開示部分及び不開示とする理由欄を訂正すべき事項につ

いて 

ア 別紙の４に掲げる文書５８ないし文書６０（別紙の３に掲げる文書

⑥，文書⑪及び文書⑫と同じ）について，定期試験問題が不存在であ

ることを理由として不開示としていたところ，当該定期試験問題の存

在が確認できたので，原処分２の不開示部分及び不開示とする理由欄

を「全部不開示（理由：事業及び事務の性質上事務及び事業の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。）」に訂正する。      

イ 法人文書不開示決定通知書の記載誤りについて 

（ア）当該通知書別紙の２枚目の上から１３段目部分（別紙の３に掲げ

る文書⑬）は，４枚目の上から３段目部分と同一の科目であり，か

つ２枚目の上から１３段目部分の対象文書名は正確ではないことか

ら，削除する。 

（イ）当該通知書別紙の２枚目の最終段部分のうち請求のあった法人文

書欄の「学士課程における定期試験問題 ２０１６年度」（別紙の

３に掲げる文書⑭）は，「学士課程における定期試験問題 ２０１

５年度」の誤りであるので，訂正する。 

（２）本件に係る対象文書として新たに特定すべき文書について 

ア 別紙の４に掲げる文書６１ないし文書６５について，新たに特定す

ることとし，事業及び事務の性質上当該事務又は事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるため，全部不開示とする。   

イ 以下の２文書（以下の２文書はオムニバス科目であり，それぞれ同

一の文書）は，本来，新たに特定すべき文書に当たるものの，既に破

棄してしまっているため，不存在である。 

当該文書は，主担当教員である特定教員Ｆのみが保管しており，特

定教員Ａ及び特定教員Ｅは保管していなかった。一方で，特定教員

Ｆは，本件開示請求の事実について把握していなかったため，本学

で定める保存期間満了後の平成３０年４月に破棄したものである。

いずれにしても，平成３０年２月２７日の開示請求の際，適切に特

定を行っていれば，破棄という事態に至らなかったものである。 

（ア）特定教員Ａの２０１２年度科目１１ 

（イ）特定教員Ｅの２０１２年度科目１１ 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件各諮問事件について，以下のとおり，併合し，調査審

議を行った。 

①  平成３０年８月１３日  諮問の受理（平成３０年（独情）諮問第

５０号）  
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②  同日          諮問庁から理由説明書１を収受（同上） 

③ 同年９月４日      審議（同上） 

④  同年１０月１日     諮問の受理（平成３０年（独情）諮問第

５７号）  

⑤ 同日          諮問庁から理由説明書２を収受（同上） 

⑥ 同月２２日       本件対象文書の見分（平成３０年（独

情）諮問第５０号）及び審議（平成３０

年（独情）諮問第５０号及び同第５７

号） 

⑦ 同年１１月５日     本件対象文書の見分及び審議（平成３０

年（独情）諮問第５７号）  

⑧ 同月２９日       諮問庁から補充理由説明書を収受（同

上） 

⑨ 平成３１年１月２１日  平成３０年（独情）諮問第５０号及び同

第５７号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件対象文書１を特定し，その全部を法５条４号柱書きに該当するとして

不開示とするとともに，別紙の３に掲げる文書については，不存在である

として不開示とする各決定（原処分）を行った。 

審査請求人は，不存在とされた別紙の３に掲げる文書を含め，本件対象

文書１以外にも本件請求文書に該当する文書を保有しているはずであり，

また，本件対象文書１を開示すべきであるとして原処分の取消しを求めて

いる。 

ところで，諮問庁の理由説明書によると，原処分の各不開示決定通知書

に記載していないが，別紙の３に掲げる文書以外にも新潟大学において保

有していない文書があるとのことであり，諮問庁が下記２（１）イのとお

り説明することからすると，結局，原処分は，本件請求文書のうち新潟大

学が保有している文書は本件対象文書１であり，これ以外に開示請求の対

象となる文書を保有していないとして本件対象文書１のみを特定し，その

全部を法５条４号柱書きにより不開示としたものと解され，審査請求人も，

その文書特定と不開示情報該当性を争うものと解される。 

諮問庁は，本件審査請求を受けて改めて文書探索を行い，存在が確認さ

れた別紙の４に掲げる文書（本件対象文書２）を追加して特定することと

するが，これ以外に開示請求の対象として特定すべき文書を保有しておら

ず，また，本件対象文書２は，本件対象文書１と同様に法５条４号柱書き

に該当するので，その全部を不開示とすべきとしている。 
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そこで，以下，本件対象文書１及び諮問庁から提示を受けた本件対象文

書２の見分結果を踏まえ，本件対象文書の特定の妥当性及び本件対象文書

の不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件対象文書の特定の経

緯等について改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明す

る。 

ア 本件は，「学士課程における定期試験問題（ただし，特定教員Ａ，

特定教員Ｂ，特定教員Ｃ，特定教員Ｄ，特定教員Ｅが担当した講義科

目（オムニバスを含む。）に限る。）」の開示を求めるものである。

新潟大学における授業の区分は，講義及び演習等であるが，本件開示

請求は「講義科目」に限定されているので，審査請求人が摘示する５

名の教員に対し，講義科目の定期試験問題を提出するよう求めたとこ

ろ，本件対象文書１が提出されたので，これらを特定し，法５条４号

柱書きにより全部不開示とする原処分を行った。 

イ 原処分では，別紙の３に掲げる文書を不存在により不開示としたが，

それ以外にも，特定教員Ｄ担当の講義科目は全てレポートでの成績評

価であったため，定期試験問題を保有していない。また，新潟大学に

おける定期試験問題の文書保存期間は５年であり，２０１１年度以前

の定期試験問題については保有していない。これらの点を，法人文書

不開示決定通知書に明示していないが，原処分の趣旨は，新潟大学に

おいて保有している文書は本件対象文書１のみであり，それ以外は開

示請求の対象として特定すべき文書を保有していないということであ

る。 

ウ 審査請求人は，特定教員Ｅは，処分庁管理のウェブサイトにおいて

１９９６年頃からの試験問題があることを公言している旨主張するが，

個々の教員が文書保存期間を超えて個人的に保管している可能性はあ

るものの，新潟大学において法人文書として管理している定期試験問

題は，２０１２年度以降のものに限られる。 

エ 理由説明書では，原処分及び諮問の時点において，審査請求人が摘

示する５名の教員のシラバスを確認したなどと説明したが，実際には

確認しておらず，今回（諮問後），シラバスの確認を行った上で，改

めて文書の探索を行った。その結果，補充理由説明書で説明するとお

り，別紙の４に掲げる文書（本件対象文書２）を保有していることが

判明したので，これらを新たに特定することとした。また，特定教員

Ａ及び特定教員Ｅの２０１２年度科目１１も，開示請求があった時点

で保有しており，本来，特定すべきであったと認められたが，これは

既に破棄してしまった。 
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オ 以上のとおり，本件対象文書２を追加して特定することとするが，

本件対象文書１及び本件対象文書２の外に本件開示請求の対象として

特定すべき文書は存在しない。 

（２）以下，検討する。 

  原処分及び諮問の時点においてシラバスの確認を行わなかったこと

及び特定すべき文書を破棄したことについては，下記５の付言のとお

りであるが，上記（１）の諮問庁の説明は不自然・不合理とまではい

えず，これを覆すに足りる事情も認められないことから，新潟大学に

おいて，本件対象文書の外に本件開示請求の対象として特定すべき文

書を保有しているとは認められない。 

３ 本件対象文書の不開示情報該当性について 

（１）本件対象文書１について 

ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件対象文書１の不開

示理由等について，改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとお

り説明する。 

研究者である教員が，その専門分野での研究成果を基にして学生に

専門的な知識を教授するという大学教育の基本的な在り方を前提と

すれば，教育の内容・その成果を測る定期試験問題は，法人の諸活

動を国民に説明する責務が全うされるようにするために公開するこ

とが義務付けられるようなものではない。また，本学に入学しなく

ても，同じ情報（定期試験の過去問題）にアクセスできるのでは，

所定の入学試験・手続を経て入学し，授業料という正当な対価を支

払って在学している学生にとって，入学・在学の利益が大きく損な

われる。 

以上のことから，本件対象文書を公にした場合，新潟大学の入学試

験や学生の就職活動等に影響を及ぼすこととなり，大学運営業務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので，法５条４号柱書きに

該当する。 

  イ 本件対象文書１は，新潟大学学士課程における教育の内容・その成

果を測るための定期試験問題であるところ，下記ウを除く部分は，一

般に公にされている事情は認められず，そうすると，当該部分を公に

した場合，新潟大学の入学試験や学生の就職活動等に影響を及ぼすこ

ととなり，大学運営業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると

する上記諮問庁の説明は否定し難い。 

  したがって，当該部分は法５条４号柱書きに該当し，不開示とした

ことは妥当である。 

ウ しかしながら，本件対象文書１のうち特定教員Ｅの２０１２年度か

ら２０１６年度までの定期試験問題（文書４１ないし文書５７）につ
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いては，当審査会事務局職員をして，確認させたところ，新潟大学ウ

ェブサイト上に特定教員Ｅの個人ＨＰのリンク先が掲載され，当該リ

ンク先から文書４１ないし文書５７が確認できることが認められた。 

そうすると，文書４１ないし文書５７は，常時，新潟大学ウェブサ

イトから確認することが可能である状態に置かれているといわざる

を得ず，このような状態になっている以上，これを改めて公にした

としても，そのことにより，大学運営業務の適正な遂行等に支障を

及ぼすおそれがあるとはいえない。 

したがって，本件対象文書１のうち文書４１なしいし文書５７につ

いては，法５条４号柱書きに該当せず，開示すべきである。 

（２）本件対象文書２について 

ア 諮問庁は，本件対象文書２について追加して特定することとするが，

法５条４号柱書きに該当するので，その全部を不開示とすべきとして

いる。 

イ 本件対象文書２も，新潟大学学士課程における定期試験問題であり，

文書６５を除く部分は，一般に公にされている事情は認められないか

ら，上記（１）イと同様の理由により，法５条４号柱書きに該当し，

不開示とすることが妥当である。 

ウ 他方，文書６５は，文書４１ないし文書５７と同様に新潟大学ウェ

ブサイトから確認することが可能であるから，上記（１）ウと同様の

理由により，法５条４号柱書きに該当せず，開示すべきである。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，法７条に基づき裁量的開示をすべきであると主張するが，

上記３において不開示とすべきと判断した各不開示部分を公にすることに，

公益上特に必要性があるとすべき事情は認められないため，同条による裁

量的開示を行わなかった処分庁の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるとは

認められない。 

また，審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記

判断を左右するものではない。 

５ 付言 

（１）諮問庁は，理由説明書において，５人の教員のシラバスを確認し特定

したと説明しているものの，実際には，諮問庁においてシラバスを確認

していなかったことが判明した。 

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，シラバスによる具体的な

確認作業の経緯等について確認させたことを契機として，諮問庁は，シ

ラバスによる確認を行い，補充理由説明書において，本件対象文書２を

新たに特定するとしているものの，このような本件における諮問庁の対

応は極めて不誠実なものであり，当審査会の審議に支障を生じさせ，
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「簡易迅速な手続」による処理の妨げとなるものである。 

諮問庁は，今後の開示決定等及び審査請求への対応に当たっては，こ

のような不誠実な対応をすることのないよう，適切に対応することが強

く望まれる。 

（２）さらに，上記（１）のシラバスの確認において，本来，新たに特定す

べき文書に当たるものとして特定教員Ａ及び特定教員Ｅの２０１２年度

科目１１に係る定期試験問題が存在していたことが確認されたものの，

これらは現時点においては，既に破棄されていたことが判明した。 

 これは，諮問庁が上記第３の３（２）イにおいて説明する事情を考慮

するとしても，結果的に違法であったという外なく，本件のような事態

は，ひとえに文書管理意識の欠如に起因するものと思われ，今後は，新

潟大学全体において開示決定等に係る法人文書の破棄等という事態を絶

対に起こさぬよう日頃の文書管理を徹底することが望まれる。 

（３）また，原処分２に係る不開示決定通知書において，２０１１年度以前

の定期試験問題及び特定教員Ｄの定期試験問題が不存在であることが明

示されていないところ，当該不開示決定通知書の記載内容から，これら

が不存在を理由として不開示としたものと解されることから，取消しを

要するほどの理由提示の不備があるとは認められないが，特定教員Ｄは

審査請求人が法人文書開示請求書において摘示している者の一人である

こと及び別紙の３に掲げる文書のように定期試験問題が不存在である科

目の名称等が記載されている部分もあることから，当該通知書の記載は

誤解を生じかねず，理由提示の趣旨に照らし，不適切なものといわざる

を得ない。 

処分庁は，今後の開示決定等に当たっては，正確かつ慎重な対応が望

まれる。 

６ 本件各不開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書１を特

定し，その全部を法５条４号柱書きに該当するとして不開示とした各決定

について，諮問庁が本件対象文書２を追加して特定し，その全部を同号柱

書きに該当するとして不開示とすべきとしていることについては，新潟大

学において，本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書を

保有しているとは認められないので，本件対象文書２を追加して特定すべ

きとしていることは妥当であり，本件対象文書のうち別紙の５に掲げる文

書を除く部分は，同号柱書きに該当すると認められるので，不開示とする

ことは妥当であるが，別紙の５に掲げる文書は，同号柱書きに該当せず，

開示すべきであると判断した。 

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 
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別紙 

１ 本件請求文書 

学士課程における定期試験問題（ただし，特定教員Ａ，特定教員Ｂ，特定

教員Ｃ，特定教員Ｄ，特定教員Ｅが担当した講義科目（オムニバスを含

む。）に限る。） 

 

２ 本件対象文書１ 

文書１ 特定教員Ｂ ２０１７年度科目２ 

文書２ 特定教員Ｂ ２０１７年度科目３ 

文書３ 特定教員Ｃ ２０１７年度科目４ 

文書４ 特定教員Ｃ ２０１７年度科目５ 

文書５ 特定教員Ｅ ２０１７年度科目９ 

文書６ 特定教員Ｅ ２０１７年度科目１０ 

文書７ 特定教員Ｂ ２０１７年度科目１１ 

文書８ 特定教員Ａ ２０１３年度科目１３ 

文書９ 特定教員Ａ ２０１４年度科目１３ 

文書１０ 特定教員Ａ ２０１４年度科目１４ 

文書１１ 特定教員Ａ ２０１５年度科目１４ 

文書１２ 特定教員Ａ ２０１５年度科目１３ 

文書１３ 特定教員Ｂ ２０１２年度科目１５ 

文書１４ 特定教員Ｂ ２０１２年度科目１６ 

文書１５ 特定教員Ｂ ２０１２年度科目１７ 

文書１６ 特定教員Ｂ ２０１２年度科目１８ 

文書１７ 特定教員Ｂ ２０１２年度科目１９ 

文書１８ 特定教員Ｂ ２０１３年度科目１６ 

文書１９ 特定教員Ｂ ２０１３年度科目１９ 

文書２０ 特定教員Ｂ ２０１４年度科目１６ 

文書２１ 特定教員Ｂ ２０１４年度科目１９ 

文書２２ 特定教員Ｂ ２０１４年度科目１７ 

文書２３ 特定教員Ｂ ２０１５年度科目１６ 

文書２４ 特定教員Ｂ ２０１５年度科目１９ 

文書２５ 特定教員Ｂ ２０１５年度科目１７ 

文書２６ 特定教員Ｂ ２０１６年度科目１６ 

文書２７ 特定教員Ｂ ２０１６年度科目２１ 

文書２８ 特定教員Ｂ ２０１６年度科目１９ 

文書２９ 特定教員Ｃ ２０１２年度科目２３ 

文書３０ 特定教員Ｃ ２０１２年度科目５ 

文書３１ 特定教員Ｃ ２０１２年度科目２４ 
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文書３２ 特定教員Ｃ ２０１３年度科目２４ 

文書３３ 特定教員Ｃ ２０１３年度科目５ 

文書３４ 特定教員Ｃ ２０１４年度科目２４ 

文書３５ 特定教員Ｃ ２０１４年度科目５ 

文書３６ 特定教員Ｃ ２０１５年度科目４ 

文書３７ 特定教員Ｃ ２０１５年度科目２５ 

文書３８ 特定教員Ｃ ２０１５年度科目５ 

文書３９ 特定教員Ｃ ２０１６年度科目４ 

文書４０ 特定教員Ｃ ２０１６年度科目５ 

文書４１ 特定教員Ｅ ２０１２年度科目２６ 

文書４２ 特定教員Ｅ ２０１２年度科目２７ 

文書４３ 特定教員Ｅ ２０１２年度科目２８ 

文書４４ 特定教員Ｅ ２０１４年度科目２６ 

文書４５ 特定教員Ｅ ２０１５年度科目２６ 

文書４６ 特定教員Ｅ ２０１６年度科目２６ 

文書４７ 特定教員Ｅ ２０１６年度科目３０ 

文書４８ 特定教員Ｅ ２０１３年度科目３１ 

文書４９ 特定教員Ｅ ２０１４年度科目３１ 

文書５０ 特定教員Ｅ ２０１５年度科目３１ 

文書５１ 特定教員Ｅ ２０１３年度科目２７ 

文書５２ 特定教員Ｅ ２０１４年度科目２７ 

文書５３ 特定教員Ｅ ２０１５年度科目２７ 

文書５４ 特定教員Ｅ ２０１６年度科目２７ 

文書５５ 特定教員Ｅ ２０１４年度科目３２ 

文書５６ 特定教員Ｅ ２０１３年度科目３３ 

文書５７ 特定教員Ｅ ２０１６年度科目１１ 

  

３ 原処分で不存在とされた文書 

文書① 特定教員Ａ ２０１７年度科目１ 

文書② 特定教員Ｄ ２０１７年度科目６ 

文書③ 特定教員Ｄ ２０１７年度科目７ 

文書④ 特定教員Ｄ ２０１７年度科目８ 

文書⑤ 特定教員Ａ ２０１２年度科目１２ 

文書⑥ 特定教員Ａ ２０１２年度科目１３ 

文書⑦ 特定教員Ａ ２０１２年度科目１ 

文書⑧ 特定教員Ａ ２０１３年度科目１４ 

文書⑨ 特定教員Ａ ２０１３年度科目１ 

文書⑩ 特定教員Ａ ２０１５年度科目１２ 
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文書⑪ 特定教員Ａ ２０１６年度科目１４ 

文書⑫ 特定教員Ａ ２０１６年度科目１３ 

文書⑬ 特定教員Ｅ ２０１５年度科目２０ 

文書⑭ 特定教員Ｂ ２０１６年度科目２２ 

文書⑮ 特定教員Ｅ ２０１２年度科目２９ 

 

４ 本件対象文書２ 

文書５８ 特定教員Ａ ２０１２年度科目１３ 

文書５９ 特定教員Ａ ２０１６年度科目１４ 

文書６０ 特定教員Ａ ２０１６年度科目１３ 

文書６１ 特定教員Ａ ２０１４年度科目１１ 

文書６２ 特定教員Ａ ２０１５年度科目１１ 

文書６３ 特定教員Ｂ ２０１２年度科目３４ 

文書６４ 特定教員Ｂ ２０１３年度科目３４ 

文書６５ 特定教員Ｅ ２０１５年度科目３３ 

 

５ 開示すべき文書 

文書４１ないし文書５７，文書６５ 


